
【公売財産の所在等】

【公売財産の概要等】

家屋番号
種 類
符 号

工　場

1 管理舎

2 研究所

3 守衛所

※　公売財産の詳細は４ページから写真を掲載してあります。

※　公売財産の存する敷地は伊佐市の所有です。なお、敷地の一部については滞納者の所有地も含まれます。

※　公売財産の中で、補修しないと利用できない建物や設備があります。

※　公売財産の中は、滞納者が使用している状態です。

2

17,325,000 円 1,740,000 円

附属建物
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

189.80㎡

210.00㎡

27.60㎡

伊佐市菱刈前目字普春庵原5017番地1

伊佐市菱刈重留字宮之元495番地

伊佐市菱刈重留字宮之元496番地6

不動産の公売・公売公告第８号売却区分２の物件

公売の日時 平成２２年４月８日（木）午前１０時から 午前１０時１５分まで

公 売 会 場 伊佐市役所大口庁舎２階大会議室（本館）

売却決定の日時 平成２２年４月１５日（木）午前１０時

買受代金の納付期限 平成２２年４月１５日（木）午後　３時

鉄骨造鉄板葺平家建

附属建物
木造スレート葺平家建

附属建物
木造スレート葺平家建

財産の所在

見積価額 公売保証金

構　造 床面積売却区分番号

5017番1建　物

2,025.00㎡



※（次順位買受申込者の受付）

売却決定　　　午前１０時
買受代金納付　午後３時までに

※移転登記等に係る登録免許税額分の収入印紙等の提出

公売保証金の納付（平成２２年４月８日入札当日）

入　　札（４月８日）

開　　札（４月８日最高価申込者等の決定）

売却決定及び買受代金を現金にて納付　（４月１５日）

所有権移転登記等の手続き（４月１５日以降）

注意していただく事項

・　公売保証金を納付すれば、どなたでも公売に参加することができます。但し、滞納者及び公売場所への
　入場、入札等を制限されている方は公売に参加することはできません。

・　入札をされる際には、事前に管轄法務局（霧島市）で不動産登記簿を閲覧して権利関係等を確かめると
　とも、に現地にて公売財産の現況等を必ず確認してください。

公売終了

・　伊佐市は、買受人に対し公売財産の現実の引渡しは行いません。例えば、建物に居住者がいるなどのい
　わゆる占有者がある不動産についての現実の引渡しは、買受人自身が請求して行うことになります。

・　境界については、買受人と隣接所有者との話し合いとなります。

・　公売財産は、場合によって公売中止になることがあります。

入札の流れ



入札に参加される場合に，持ってくる物（入札書は当日準備します）ダウンロードも可能です

（１）公売保証金（物件ごとに定めてあります。）

 入札前に納付する。（当日現金にて納付）

（２）印　鑑

個人で入札される方・・・・認　　印

法人で入札される方・・・・代表者印

代理人で入札される方・・・代理人の認印

（３）代理人が入札される場合は委任状

様式は任意ですが、無い場合は、入札当日会場でも様式を準備しています。

入　札

・　入札開始前に公売保証金と、入札方法等の注意事項について説明しますので、入札開始１５
　分ほど前に会場にお越し下さい。

（４）収入印紙（営利法人又は個人で不動産業を営んでいる方  ２００円分）

公売保証金返却時の収入印紙

（５）入札者が本人であることが確認できる書類等

個人で入札される方・・・・・運転免許証または公的機関が発行した身分証明

法人で入札される方・・・・・法人登記簿の写し

代理人で入札される方・・・・法人登記簿の写し及び代理人の運転免許証または公的機関が発行
　　　　　　　　　　　　　した身分証明

開　札

・　見積価額以上で最も高い価額を入札した方が、最高価申込者となり、次に高い価額を入札し
　た方が最高価申込者がキャンセルした場合の次順位申込者となります。

売却決定

・　公売日の１週間後に、最高価申込者に対して売却を決定します。

買受代金の納付

・　買受代金から公売保証金の額を差し引いた残額を、現金により一括して期限までに納付して
　もらいます。

権利移転の手続き

・　公売財産の所有権移転の手続きは、買受人の請求により市が行います。移転登記の手続きに
　係る登録免許税やその他費用については、買受人の負担となります。



公売財産写真

 公売に関するお問い合わせ滞納対策課滞納整理係　０９９５－２３－１３１１（１２０２・１２０３）

守衛所 ポンプ室

管 理 舎 研 究 所

工場南側工場東側 北側を向いて撮影 東側を向いて撮影

工場東側 工場西側 北側を向いて撮影南側を向いて撮影


